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�愛媛県告示第１０２７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０２８号
次の診療所は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８

号）第１条第１項の規定による救急診療所である。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０２９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ディッ
クＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ２９，６４８� ３０，８４７� 平成１９年

１２月２８日
平成１９年
４月２７日

駐車場の収容台数 ２，１３０台 ２，２２２台

駐輪場の位置 ７箇所 ６箇所

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

株式会社フジ他
午前９時から午後１２
時まで（書籍・ＣＤ
売場以外の閉店時刻
は午後１０時）
ダイキ株式会社
午前８時から午後８
時まで

株式会社フジ他
午前９時から午後１０
時まで
ダイキ株式会社
午前８時から午後８
時まで
株式会社デオデオ
午前９時から午後９
時まで

平成１９年
９月１日

発 行 愛 媛 県

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

渡辺病院 松山市高岡町１７８番地４ 医療法人
ミ ネ ル ワ 会

平成２２年
５月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

神南診療所 大洲市新谷乙１１８６－１ 清 水 英 範
平成２２年
５月３１日
まで
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�愛媛県告示第１０３０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

今治市朝倉上甲８５６の１、甲８５７の２、甲８５８、甲８５９、甲８

６０の１から甲８６０の３まで、甲８６１、甲８６２の１、甲８６２の２、

甲８６３の１、甲８６３の３、甲８６３の５、甲８６４の１、甲８６４の２、

甲８６５の１、甲８６６の１、甲８６７の３、甲８６８の２から甲８６８の

６まで、甲８６９、甲８７０、甲８７３、甲８７４の１、甲８７４の２、甲

８７８の１、甲８７８の２、乙２６５、乙２６５の２、乙２６６の１、乙２

６６の３、乙２６６の６、乙２６６の７、乙２６６の１４、乙２６６の１７から

乙２６６の２０まで、乙２６６の２２、乙２６６の２９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１０３１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西条市小松町石鎚字湯浪３７９８の６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

駐車場１～５
午前８時から午後１２
時まで
駐車場６～９、１１～
１３
午前８時から午後１０
時まで
駐車場１０
午前８時から午後８
時まで

駐車場１～５
午前８時から午後１０
時１５分まで
駐車場６～９、１１～
１３
午前８時から午後１０
時まで
駐車場１０
午前７時４５分から午
後８時１５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０３２号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５７８．１９ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２１．４６

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３８０．７４

新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８２３．５５

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０８．３６
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２６０．３５

今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３４９．４０

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２５３．５７

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６１６．３２

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２０．７２ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６８．２９

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ７２０．８７ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８７．４３

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １０．８７

八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び
山田の各一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４９．３１

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ６２４．２５

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １１９．１４

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １７．９０ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．７８ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １．０８ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５６５．７８

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７．４６

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ９７２．６６

上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大
野ヶ原の一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３８．３４

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １８．０８

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 １７．１４ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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�愛媛県告示第１０３４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年６月１日から６月１４日まで

�愛媛県告示第１０３３号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

（西条地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西条市朔日市８８３番地の４

村 上 栄

西条市船屋甲５２１番地の１

浅 木 厚 貴

西条市喜多川４８６番地の１

松 本 一 男
ひ う ち 西条市ひうち漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成１９年６月１日から同年６月１５日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

西条地 方 局 管 内 の 加 入 区 西条地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第１０３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

東 予 保 健 保 安 林 １７．９４

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．８４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡久万高原町（東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 １７．４７ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。
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人事委員会規則

平成１９年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県人事委員会規則１３－１５６
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

委託地

方公共

団体

機 関 職

省略 省略

久万高

原町

省略 久万高

原町

省略

町長部

局

本庁 課（室）長 会計管理者 総

務課班長（人事又は予算を担

当するものに限る。）

町長部

局

本庁 課（室）長 総

務課班長（人事又は予算を担

当するものに限る。）

省略 省略

省略 省略

松前町 省略 松前町 省略

町長部

局

本庁 課長 会計管理者 総務課長

補佐 企画財政課長補佐（予

算を担当するものに限る。）

企画財政課財政係長 総務

課職員係長

町長部

局

本庁 課長 総務課長

補佐 企画財政課長補佐（予

算を担当するものに限る。）

企画財政課財政係長 総務

課職員係長

省略 省略

教育委

員会

省略 教育委

員会

省略

教育

機関

省略 教育

機関

省略

文化

セン

ター

所長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

内子町 省略 内子町 省略

町長部

局

本庁 課（室）長 会計管理者 総

務課班長（人事又は予算を担

町長部

局

本庁 課（室）長 総

務課班長（人事又は予算を担

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９四土（開）第３号

平成１９年５月２２日

四国中央市金生町山田井字沼ヶ谷乙１４４番１、乙１５０番１１、乙１５０番４７、乙

１５０番７６

四国中央市妻鳥町１５７１番地の１

アイネット株式会社

代表取締役 服 部 豊 正

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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公安委員会規則

当するものに限る。） 総務

課主任（人事又は予算を担当

するものに限る。）

当するものに限る。） 総務

課主任（人事又は予算を担当

するものに限る。）

省略 省略

省略 省略

伊方町 省略 伊方町 省略

町長部

局

本庁 課長 課付課長

総務課長補佐 財政課事務

専門員 総務課人事係長 財

政課財政係長

町長部

局

本庁 課長（課付のものを除く。）

総務課長補佐 財政課事務

専門員 総務課人事係長 財

政課財政係長

省略 省略

省略 省略

松野町 省略 松野町 省略

町長部

局

本庁 課長 会計管理者 出納室長

総務課長補佐 財政課長補

佐 総務課人事係長 財政課

財政係長

町長部

局

本庁 課長 出納室長 総務課長補

佐 総務課人事係長

省略 省略

省略 省略

鬼北町 省略 鬼北町 省略

町長部

局

本庁 課（室）長 会計管理者 企

画財政課財政係長 総務課庶

務係長

町長部

局

本庁 課（室）長 企

画財政課財政係長 総務課庶

務係長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

伊予市

松前町

共立衛

生組合

省略 伊予市

松前町

共立衛

生組合

省略

愛媛県

後期高

齢者医

療広域

連合

事務局 事務局長

備考 省略 備考 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第９号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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改 正 後 改 正 前

（留置管理課）

第３１条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

� 留置施設及び被留置者に関すること。

�・� 省略

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）

に関すること。

� 省略

� 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

� 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）、放射性同位元素等による放射線障害の

防止に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）、化学兵器の禁止

及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）及

び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）に関する事務で県警察の所掌に属す

るものに関すること（警備課の所掌に属するものを除く。）。

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

�～ 省略

� 核燃料物質の防護に関すること。

� 特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

� 省略

� 省略

（留置管理課）

第３１条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

� 留置場 及び被留置者に関すること。

�・� 省略

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 核燃料物質の運搬及び放射性物質、高圧ガスその他の危険物

の取締りに関すること。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

�～ 省略

� 省略

� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１０号
愛媛県留置施設視察委員会に関する規則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県留置施設視察委員会に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年法律第５０号。以下「法」という。）第２２条第１項及び愛

媛県留置施設視察委員会条例（平成１９年愛媛県条例第３２号）第７条の規定に基づき、愛媛県留置施設視察委員会（以下「委員会」という。）

に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員会に対する情報の提供）

第２条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命（補欠の委員の任命を除く。）後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げ

る事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

� 施設の概要

� 収容基準人員及び被留置者数の推移

� 施設の管理の体制

� 参観の許否の状況

� 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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� 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

� 法第１９０条第１項又は第２０８条第１項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況

� 戒具及び保護室の使用状況

� 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例

� 審査の申請、再審査の申請、法第２３１条第１項又は第２３２条第１項の規定による申告、苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果

２ 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するもの

とする。

� 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

� 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

� 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

（会議の招集請求）

第３条 警務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。

（会議録）

第４条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。

２ 会議録は、警務部留置管理課において調製し、保存する。

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１１号
被留置者等による再審査の申請及び事実の申告に関する規則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

被留置者等による再審査の申請及び事実の申告に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年法律第５０号。以下「法」という。）第２３０条に規定する

再審査の申請（以下「再審査の申請」という。）及び法第２３２条に規定する事実の申告（以下「事実の申告」という。）の手続に関し必

要な事項を定めるものとする。

（受理）

第２条 再審査の申請及び事実の申告は、警務部留置管理課長が受理するものとする。

２ 警務部留置管理課長は、再審査の申請又は事実の申告を受理したときは、速やかに、公安委員会に報告しなければならない。

（調査）

第３条 公安委員会は、前条第２項の規定による報告を受けたときは、警務部留置管理課長に対し、法第２３０条第３項又は第２３２条第３項

において準用する法第１６０条の調査の指示を行うことができる。

２ 警務部留置管理課長は、前項の指示を受けたときは、当該再審査の申請又は事実の申告に係る調査を行い、その結果を書面により公安

委員会に報告するものとする。

（専決）

第４条 再審査の申請及び事実の申告の手続に関する公安委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げるものについては、警務部留置管理

課長が専決することができる。

� 法第２３０条第３項又は第２３２条第３項において準用する行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第２１条の規定による補正命令

� 法第２３０条第３項において準用する行政不服審査法第４２条第４項の規定による裁決書の謄本の送付

２ 警務部留置管理課長は、前項の規定による専決を行った後、速やかに、その内容を公安委員会に報告するものとする。

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、再審査の申請及び事実の申告の手続に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１２号
探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則（平成１９年内閣府令第１９号）に定めるもののほか、探偵業の業務の適正

化に関する法律（平成１８年法律第６０号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（証明書の様式）

第２条 法第１３条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書（様式第１号）のとおりとする。

（指示の手続）

第３条 法第１４条の規定による探偵業者に対する指示は、指示書（様式第２号）を交付して行うものとする。

（営業の停止等の手続）

第４条 法第１５条第１項の規定による営業の停止の命令は、営業停止命令書（様式第３号）を交付して行うものとする。

２ 法第１５条第２項の規定による営業の廃止の命令は、営業廃止命令書（様式第４号）を交付して行うものとする。

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

第 号

身 分 証 明 書

写 真

官 職

氏 名 ５４．０

上記の者は、探偵業の業務の適正化に関する法律第１３条第１項
の規定による立入検査に従事する警察職員であることを証明する。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

８５．６

（裏）

探偵業の業務の適正化に関する法律（抜粋）
（報告及び立入検査）

第１３条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、そ
の業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営
業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しく
は関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携
帯し、関係者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。
一～四 略
五 第１３条第１項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若し
くは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資
料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者

注 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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様式第２号（第３条関係） 指示書

指 示 書

第 号

年 月 日

住 所

商号、名称又は氏名
殿

（法人にあっては、

代 表 者 の 氏 名 ）

愛媛県公安委員会 �

探偵業の業務の適正化に関する法律第１４条の規定により、次のとおり指示

する。

違 反 事 項

指 示 事 項

理 由

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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様式第３号（第４条関係） 営業停止命令書

営 業 停 止 命 令 書

第 号

年 月 日

住 所

商号、名称又は氏名
殿

（法人にあっては、

代 表 者 の 氏 名 ）

愛媛県公安委員会 �

探偵業の業務の適正化に関する法律第１５条第１項の規定により、次のとお

り営業の停止を命ずる。

停止の範囲

停止の期間
年 月 日から

（ 日間）
年 月 日まで

処分の理由

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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様式第４号（第４条関係） 営業廃止命令書

営 業 廃 止 命 令 書

第 号

年 月 日

住 所

商号、名称又は氏名
殿

（法人にあっては、

代 表 者 の 氏 名 ）

愛媛県公安委員会 �

探偵業の業務の適正化に関する法律第１５条第２項の規定により、次のとお

り営業の廃止を命ずる。

商号、名称又は氏名

（法人にあっては、

代 表 者 の 氏 名 ）

住 所

処 分 の 理 由

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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�愛媛県公安委員会規則第１３号
愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則

愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形 書体

寸法

（ミリ

メート

ル）

管理責

任者
用途 項 ひな形 書体

寸法

（ミリ

メート

ル）

管理責

任者
用途

縦 横 縦 横

１～５

省略

１～５

省略

６ かい

書

１０ １０

生活安

全企画

課長

交通指

導課長

警察署

長

１～５ 省略

６ 探偵業者の営業所

の立入りに係る身分

証明書の作成用

７ 省略

８ 省略

６ かい

書

１０ １０

生活安

全企画

課長

交通指

導課長

警察署

長

１～５ 省略

６ 省略

７ 省略

愛媛県

公安委

員会印

愛媛県

公安委

員会印

７～１２

省略

７～１２

省略

２ 省略 ２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１４号
愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

第７条の３中「第３２条の２の２第４号」を「第３２条の３」に改める。

第２７条中「第３８条第１１項第１号」を「第３８条第１０項第１号」に改める。

附則第７項中「法附則第３条第３項若しくは第５条第２項又は道路交通法の一部を改正する法律（昭和４０年法律第９６号）附則第２条第

３項、同条第４項若しくは第５条第３項」を「道路交通法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９０号）附則第６条第９項から第１２項ま

で」に改める。

「
大

型

普

通

大

特

大
自
二

普
自
二

小

特

原

付

け
ん
引

大
型
二

普
通
二

大
特
二

牽
引
二

「
大

型

中

型
別記様式第９号の２中「大型 普通」を「中型 普通」に、 を

」

普

通

大

特

大
自
二

普
自
二

小

特

原

付

け
ん
引

大
型
二

中
型
二

普
通
二

大
特
二

牽
引
二

に改める。

」

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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「 乗 用 貨 物 特 殊 二 輪

大

型

普

通
軽

大

型

普

通
軽

大

型

小

型

大

型

普

通

免

許

種

別

大 型 普 通 大 特 自 二

小

特
一

種

二

種

一

種

二

種

一

種

二

種

大

型

普

通

専

従

予

備

「 乗 用 貨 物

大

型

中

型

普

通
軽

大

型

中

型

普

通
軽

免

許

種

別

大 型 中 型 普 通 大

一

種

二

種

一

種

二

種

一

種

二

種

一

種

別記様式第１２号及び別記様式第１２号の２中 を

」

特 殊 二 輪

大

型

小

型

大

型

普

通

特 自 二

小

特
二

種

大

型

普

通

に改める。

」

（原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則の一部改正）

第２条 原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則（平成４年愛媛県公安委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」

という。）第１０８条の２第１項第６号に規定する講習（以下「原

付講習」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」

という。）第１０８条の２第１項第８号に規定する講習（以下「原

付講習」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（取得時講習の実施に関する規則の一部改正）

第３条 取得時講習の実施に関する規則（平成６年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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の２第１項第４号に規定する大型車講習、中型車講習及び普通車

講習、同項第５号に規定する大型二輪車講習及び普通二輪車講習、

同項第７号に規定する旅客車講習並びに同項第８号に規定する応

急救護処置講習（以下「取得時講習」という。）の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（取得時講習の時間）

第４条 取得時講習の講義及び実技訓練の時間は、次の表のとおり

とする。

という。）第１０８条の２第１項第４号の普通車講習、法第１０８条の

２第１項第５号の大型二輪車講習、法第１０８条の２第１項第６号

の普通二輪車講習、第１０８条の２第１項第７号に規定する応急救

護処置講習及び第１０８条の２第１項第８号の２に規定する旅客車

講習（以下「取得時講習」という。）の実施に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（取得時講習の時間）

第４条 取得時講習の講義及び実技訓練の時間は、次の表のとおり

とする。

講習の種別 講義 実技訓練 講習の種別 講義 実技訓練

大型車講習 １時間 ３時間 普通車講習 ２時間 ２時間

中型車講習 １時間 ３時間 大型二輪車講習 １時間 ２時間

普通車講習 ２時間 ２時間 普通二輪車講習 １時間 ２時間

大型二輪車講習 １時間 ２時間 応急救護処置講習（一） １時間 ２時間

普通二輪車講習 １時間 ２時間 応急救護処置講習（二） ２時間 ４時間

大型旅客車講習 ２時間 ４時間 大型旅客車講習 ２時間 ４時間

中型旅客車講習 ２時間 ４時間 普通旅客車講習 ２時間 ４時間

普通旅客車講習 ２時間 ４時間

応急救護処置講習（一） １時間 ２時間

応急救護処置講習（二） ２時間 ４時間

（取得時講習終了証明書の交付申出の手続）

第５条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「規

則」という。）第３８条第１５項の取得時講習終了証明書の交付申出

は、取得時講習終了証明書交付申出書（様式第２号）を公安委員

会に提出して行うものとする。

（応急救護処置講習の指導者）

第６条 規則第３３条第４項第２号ニ、第３４条の３第１項第３号及び

第３８条第８項第２号並びに届出自動車教習所が行う教習の課程の

指定に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第１号。以下「教

習規則」という。）第１条第２項第３号、第３項第３号、第４項

第３号、第５項第３号、第６項第３号、第７項第３号、第８項第

３号及び第９項第３号に規定する応急救護処置の必要な能力を有

すると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

�～� 省略

（応急救護処置指導者養成講習）

第７条 応急救護処置指導者養成講習を受講できる者は、教習指導

員その他教習指導員資格者証の交付を受けた者、教習規則第１条

第２項第１号ロ、第３項第１号ロ、第４項第１号ロ、第５項第１

号ロ、第６項第１号ロ、第７項第１号ロ、第８項第１号ロ若しく

は第９項第１号ロに掲げる者又は愛媛県警察職員とする。

２・３ 省略

（取得時講習終了証明書の交付申出の手続）

第５条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「規

則」という。）第３８条第１６項の取得時講習終了証明書の交付申出

は、取得時講習終了証明書交付申出書（様式第２号）を公安委員

会に提出して行うものとする。

（応急救護処置講習の指導者）

第６条 規則第３３条第７項第２号ニ、第３４条の３第３号ハ及び第３８

条第７項第１号 並びに届出自動車教習所が行う教習の課程の

指定に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第１号。以下「教

習規則」という。）第１条第２項第３号及び第３項第３号

に規定する応急救護処置の必要な能力を有

すると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

�～� 省略

（応急救護処置指導者養成講習）

第７条 応急救護処置指導者養成講習を受講できる者は、教習指導

員その他教習指導員資格者証の交付を受けた者、教習規則第１条

第２項第１号ロ若しくは第３項第１号ロ

に掲げる者又は愛媛県警察職員とする。

２・３ 省略

（高齢者講習に関する規則の一部改正）

第４条 高齢者講習に関する規則（平成１０年愛媛県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高齢者講習終了証明書の交付の申出）

第４条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第３８条第

１５項の高齢者講習終了証明書（以下「高齢者講習終了証明書」と

いう。）の交付の申出は、高齢者講習終了証明書交付申出書（様

（高齢者講習終了証明書の交付の申出）

第４条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第３８条第

１６項の高齢者講習終了証明書（以下「高齢者講習終了証明書」と

いう。）の交付の申出は、高齢者講習終了証明書交付申出書（様

愛 媛 県 報平成１９年６月１日 第１８６６号
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公安委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第２号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第４１条の２の規定により、次のとおり医師を指定した。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

式第１号）を高齢者講習を受講した自動車教習所の所在地を管轄

する警察署を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

式第１号）を高齢者講習を受講した自動車教習所の所在地を管轄

する警察署を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

（愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第５条 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正

する。

「 乗 用 貨 物 特 殊 二 輪

大

型

普

通
軽

大

型

普

通
軽

大

型

小

型

大

型

普

通

免

許

種

別

大 型 普 通 大 特 自 二

小

特
一

種

二

種

一

種

二

種

一

種

二

種

大

型

普

通

専

従

予

備

「 乗 用 貨 物 特 殊 二 輪

大

型

中

型

普

通
軽

大

型

中

型

普

通
軽

大

型

小

型

大

型

普

通

免

許

種

別

大 型 中 型 普 通 大 特 自 二

小

特
一

種

二

種

一

種

二

種

一

種

二

種

一

種

二

種

大

型

普

通

様式第１号中 を に改め

」 」

る。

（更新時講習の実施に関する規則の一部改正）

第６条 更新時講習の実施に関する規則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（更新時講習の受講の申出）

第３条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第３８条第

１１項第１号ただし書の更新時講習の受講の申出は、更新時講習受

講申出書（別記様式）を公安委員会に提出して行うものとする。

この場合において、松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署

及び伊予警察署の管轄区域以外の区域に居住している者は、その

者の住所地を管轄する警察署（喜多郡内子町に居住している者は

大洲警察署内子交番、西予市野村町又は同市城川町に居住してい

る者は西予警察署野村交番、北宇和郡松野町又は同郡鬼北町に居

住している者は宇和島警察署鬼北交番を含む。）を経由すること

ができる。

（更新時講習の受講の申出）

第３条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第３８条第

１２項第１号ただし書の更新時講習の受講の申出は、更新時講習受

講申出書（別記様式）を公安委員会に提出して行うものとする。

この場合において、松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署

及び伊予警察署の管轄区域以外の区域に居住している者は、その

者の住所地を管轄する警察署（喜多郡内子町に居住している者は

大洲警察署内子交番、西予市野村町又は同市城川町に居住してい

る者は西予警察署野村交番、北宇和郡松野町又は同郡鬼北町に居

住している者は宇和島警察署鬼北交番を含む。）を経由すること

ができる。

附 則

この規則は、平成１９年６月２日から施行する。

医師の氏名 所属病院の名称 所 在 地

太 田 純 二 十全第二病院 新居浜市角野新田町一丁目１番２８号

佐々木 朗 西条道前病院 西条市飯岡３２９０番地１

山 内 克 之 三番町メンタル
クリニック 松山市三番町四丁目４番地９

森 秀 人 森神経科心療内
科 松山市歩行町一丁目４番地６
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公安委員会訓令

�愛媛県公安委員会訓令第３号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年６月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

高齢者、障害者

等の移動等の円

滑化の促進に関

する法律（平成

１８年法律第９１

号）

１ 第２５条第８項（同条第１２項において準用

する場合を含む。）の規定による基本構想

の案の作成及び提出

高齢者、身体障

害者等の公共交

通機関を利用し

た移動の円滑化

の促進に関する

法律（平成１２年

法律第６８号）

１ 第６条第５項（同条第１０項において準用

する場合を含む。）の規定による基本構想

の案の作成及び市町村への提出

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�・� 省略

� 生活安全部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�・� 省略

� 生活安全部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

核原料物質、核

燃料物質及び原

子炉の規制に関

する法律（昭和

３２年法律第１６６

号）

１ 第５９条第５項の規定による核燃料物質等

の運搬の届出の受理及び運搬証明書の交付

２～７ 省略

核原料物質、核

燃料物質及び原

子炉の規制に関

する法律（昭和

３２年法律第１６６

号）

１ 第５９条第５項の規定による核燃料物質等

の運搬の届出 及び運搬証明書の交付

２～７ 省略

省略 省略

感染症の予防及

び感染症の患者

に対する医療に

関する法律（平

成１０年法律第１１

４号）

１ 第５６条の２７第１項の規定による一種病原

体等、二種病原体等又は三種病原体等の運

搬の届出の受理及び運搬証明書の交付

２ 第５６条の２７第２項の規定による一種病原

体等、二種病原体等又は三種病原体等の運

搬の日時、経路等の指示

３ 第５６条の２７第３項の規定による運搬証明

書への指示内容の記載

４ 第５６条の３０の規定による報告徴収

５ 第５６条の３１第１項の規定による立入検査

等の実施

藤 井 正 人 平成病院 大洲市柚木８１１番地１ 上 村 神一郎 くじら病院 八幡浜市大字五反田１番耕地１０４６番
地１
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感染症の予防及

び感染症の患者

に対する医療に

関する法律施行

令（昭和３２年政

令第３２４号）

１ 第２１条の規定による運搬証明書の記載事

項の変更届出の受理及び運搬証明書の書換

え

探偵業の業務の

適正化に関する

法律（平成１８年

法律第６０号）

１ 第１４条の規定による探偵業者に対する指

示

� 省略

� 交通部長

� 省略

� 交通部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

高齢者、障害者

等の移動等の円

滑化の促進に関

する法律

１ 第２５条第７項（同条第１２項において準用

する場合を含む。）の規定による基本構想

の協議

２ 第２５条第１０項（同条第１２項において準用

する場合を含む。）の規定による基本構想

の受理

３ 第２７条第１項の規定による基本構想の作

成又は変更の提案

４ 第３６条第１項の規定による交通安全特定

事業計画の作成及び事業の実施

５ 第３６条第４項（同条第６項において準用

する場合を含む。）の規定による交通安全

特定事業計画の策定に関する意見の聴取

６ 第３６条第５項（同条第６項において準用

する場合を含む。）の規定による交通安全

特定事業計画の公表及び送付

高齢者、身体障

害者等の公共交

通機関を利用し

た移動の円滑化

の促進に関する

法律

１ 第６条第４項（同条第１０項において準用

する場合を含む。）の規定による基本構想

の協議

２ 第６条第７項（同条第１０項において準用

する場合を含む。）の規定による基本構想

の作成に対する協力

３ 第１１条第１項の規定による交通安全特定

事業計画の作成及び事業の実施

４ 第１１条第４項（同条第６項において準用

する場合を含む。）の規定による交通安全

特定事業計画の策定に関する意見の聴取

５ 第１１条第５項（同条第６項において準用

する場合を含む。）の規定による交通安全

特定事業計画の公表及び関係機関への送付

省略 省略

愛媛県道路交通

規則（昭和４７年

愛媛県公安委員

会規則第２号）

１ 第２条第６項の規定による通行禁止除外

標章及び駐車禁止除外標章の返納命令

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活安全企画課長

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活安全企画課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

感染症の予防及

び感染症の患者

に対する医療に

関する法律施行

令

１ 第２２条の規定による運搬証明書の再交付

申請の受理及び運搬証明書の再交付

２ 第２３条の規定による不要となった運搬証

明書の返納の受理

３ 第２４条第１項第１号の規定による出発地

公安委員会による他の関係公安委員会への

代理受理等

４ 第２４条第１項第２号の規定による出発地

公安委員会による他の関係公安委員会への

指示内容の通知
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５ 第２４条第１項第３号の規定による都道府

県公安委員会の間の連絡

６ 第２４条第２項の規定による一の関係公安

委員会による他の関係公安委員会への運搬

証明書の記載事項変更届出の代理受理等

探偵業の業務の

適正化に関する

法律

１ 第１３条第１項の規定による探偵業者に対

する業務報告及び資料提出の要求並びに立

入検査の実施（警察本部に勤務する警察職

員に行わせる場合に限る。）

� 省略

� 交通企画課長

� 省略

� 交通企画課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県道路交通

規則

省略 愛媛県道路交通

規則（昭和４７年

愛媛県公安委員

会規則第２号）

省略

省略 省略

� 省略

� 交通規制課長

� 省略

� 交通規制課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県道路交通

規則

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

愛媛県道路交通

規則

１ 第２条第２項の規定による通行禁止除外

標章及び駐車禁止除外標章の交付

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

省略 省略

高齢者、障害者

等の移動等の円

滑化の促進に関

する法律

１ 第３１条第４項（同条第７項において準用

する場合を含む。）の規定による道路特定

事業計画の策定に関する意見照会の回答

２ 第３１条第６項（同条第７項において準用

する場合を含む。）の規定による道路特定

事業計画の受理

高齢者、身体障

害者等の公共交

通機関を利用し

た移動の円滑化

の促進に関する

法律

１ 第１０条第５項（同条第８項において準用

する場合を含む。）の規定による道路特定

事業計画の策定に関する意見照会の回答

２ 第１０条第７項（同条第８項において準用

する場合を含む。）の規定による道路特定

事業計画の受理

省略 省略

� 省略

� 運転免許試験課長

� 省略

� 運転免許試験課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

技能検定員審査

等に関する規則

省略 技能検定審査等

に関する規則

省略

省略 省略
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原動機付自転車

の運転に関する

講習の実施に関

する規則（平成

４年愛媛県公安

委員会規則第１３

号）

１ 省略

２ 第５条の規定による原付講習終了証明書

の再交付申請の受理及び再交付

原動機付自転車

の運転に関する

講習の実施に関

する規則（平成

４年愛媛県公安

委員会規則第１３

号）

１ 省略

２ 原付講習終了証明書

の再交付申請の受理及び再交付

省略 省略

� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

放射性同位元素

等による放射線

障害の防止に関

する法律

省略 放射性同位元素

等による放射線

障害の防止に関

する法律

省略

探偵業の業務の

適正化に関する

法律

１ 第４条第１項の規定による探偵業の届出

書の受理

２ 第４条第２項の規定による探偵業の廃止

及び変更に係る届出書の受理

３ 第４条第３項の規定による書面の交付

４ 第１３条第１項の規定による探偵業者に対

する業務報告及び資料提出の要求並びに立

入検査の実施（当該警察署に勤務する警察

職員に行わせる場合に限る。）

探偵業の業務の

適正化に関する

法律施行規則

（平成１９年内閣

府令第１９号）

１ 第４条第２項の規定による探偵業届出証

明書の再交付

２ 第４条第３項の規定による探偵業届出証

明書の返納の受理

３ 第４条第４項の規定による探偵業届出証

明書の返納の受理

道路交通法 省略 道路交通法 省略

省略 省略

愛媛県道路交通

規則

１ 第２条第１項第２号ケ�の規定による対

象の認定

２ 第２条第２項の規定による通行禁止除外

車両指定申請書及び駐車禁止除外車両標章

交付申請書の受理

３ 第２条第４項の規定による通行禁止除外

標章及び駐車禁止除外標章の交付

４ 第２条第７項の規定による通行禁止除外

標章及び駐車禁止除外標章の返納の受理

５ 省略

愛媛県道路交通

規則

１ 第２条第２項の規定による通行禁止除外

標章及び駐車禁止除外標章の交付

２ 省略

省略 省略

第２条 愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 交通部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 交通部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

道路交通法施行

令

１ 第３４条第３項第２号の規定による教習施

設の指定

２ 第３４条第４項第２号の規定による教習施

設の指定

道路交通法施行

令

１ 第３４条第２項第２号の規定による教習施

設の指定

２ 第３４条第３項第２号の規定による教習施

設の指定

省略 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許管理課長

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許管理課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

道路交通法施行

規則

１～４ 省略

５ 第３８条第１１項第１号の規定による更新時

講習の受講申出の受理

６・７ 省略

道路交通法施行

規則

１～４ 省略

５ 第３８条第１２項 の規定による更新時

講習の受講申出の受理

６・７ 省略

省略 省略

� 運転免許試験課長 � 運転免許試験課長

法令 専決事項 法令 専決事項

道路交通法 １～３３ 省略

３４ 第１０８条の２第１項の規定による大型車

講習、中型車講習、普通車講習、大型二輪

車講習、普通二輪車講習、原付講習、旅客

車講習、応急救護処置講習及び指定自動車

教習所職員講習の実施

３５・３６ 省略

道路交通法 １～３３ 省略

３４ 第１０８条の２第１項の規定による普通車

講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、

応急救護処置講習、原付講習、旅客車講習

及び指定自動車

教習所職員講習の実施

３５・３６ 省略

省略 省略

道路交通法施行

規則

１～９ 省略

１０ 第３３条第４項第２号ニ（第３４条の３第３

号において準用する場合を含む。）及び第

３８条第８項第２号の規定による応急救護処

置の指導に必要な能力を有する者の認定

１１・１２ 省略

１３ 第３８条第１５項の規定による大型車講習、

中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、

普通二輪車講習、原付講習、旅客者講習及

び応急救護処置講習を終了した者からの当

該講習の終了証明書の交付申出の受理及び

交付

道路交通法施行

規則

１～９ 省略

１０ 第３３条第４項第２号ニ（第３４条の３第３

号において準用する場合を含む。）及び第

３８条第７項第２号の規定による応急救護処

置の指導に必要な能力を有する者の認定

１１・１２ 省略

１３ 第３８条第１６項の規定による普通車講習、

大型二輪車講習、普通二輪車講習、応急救

護処置講習、原付講習、大型旅客車講習及

び普通旅客車講習 を終了した者からの当

該講習の終了証明書の交付申出の受理及び

交付

省略 省略

� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項
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雑 報

�公 告

宅地建物取引主任者資格試験の実施について

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第１６条の２第１項の

規定による愛媛県知事の委任に係る平成１９年度宅地建物取引主任者

資格試験を次のとおり実施する。

平成１９年６月１日

財団法人 不動産適正取引推進機構

理事長 三 澤 眞

１ 試験の日時

平成１９年１０月２１日（日）午後１時から午後３時まで

ただし、宅地建物取引業法第１６条第３項の規定により、国土交

通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講し修了試験に合格した

者で、試験の一部免除を受けようとする者については、午後１時

１０分から午後３時まで

２ 試験の場所

受験申込みの受付の際に指定する。

３ 受験資格

年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができ

る。

４ 受験申込み

� インターネットによる申込み

ア 試験案内の掲載

� 掲載期間

平成１９年７月２日（月）から平成１９年７月１７日（火）ま

で

� 掲載場所

財団法人不動産適正取引推進機構のホームページ（http：

／／www．retio．or．jp）

イ 申込期間

平成１９年７月２日（月）午前９時３０分から平成１９年７月１７

日（火）午後９時５９分まで

ウ 受験手数料

７，０００円

財団法人不動産適正取引推進機構が指定したクレジットカ

ードにより又はコンビニエンスストアより納入する（事務手

数料は、本人負担とする。）。

� 郵送による申込み

ア 試験案内及び受験申込書の配布

� 配布期間

平成１９年７月２日（月）から同年７月３１日（火）まで（た

だし、土曜日、日曜日及び休日を除く。）の午前９時３０分

から午後４時３０分まで。

� 配布場所

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通

六丁目５番地１愛媛不動産会館２階）及び各支部（所在に

ついては、本部に照会すること。）

なお、郵送により受験申込書を請求する場合は、封筒の

表に「宅地建物取引主任者資格試験申込書請求」と朱書し、

所要の郵便切手を貼ったあて先記入の返信用封筒を同協会

本部へ送付すること。

イ 申込期間

平成１９年７月２日（月）から同年７月３１日（火）までの日

付けの消印のあるものに限り有効とする。

ウ 受験手数料

７，０００円

受験申込み前に、所定の郵便振替用紙又は銀行振込用紙に

よって、郵便局又は財団法人不動産適正取引推進機構が指定

する銀行預金口座に払い込むこと（払込手数料は、本人負担

とする）。

エ 郵送先及び郵送方法

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通六

丁目５番地１愛媛不動産会館４階）あて配達記録郵便で提出

すること。

５ 合格発表

平成１９年１２月５日（水曜日）

６ 問い合わせ先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部

〒７９０―０８０７ 松山市平和通六丁目５番地１

愛媛不動産会館２階

ＴＥＬ （０８９）９４３―２１８４

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

道路交通法施行

規則

１ 省略

２ 第３８条第１１項第１号の規定による更新時

講習の受講申出の受理

３ 第３８条第１５項の規定による原付講習及び

高齢者講習を終了した者からの当該講習の

終了証明書の交付申出の受理及び交付

４ 省略

道路交通法施行

規則

１ 省略

２ 第３８条第１２項 の規定による更新時

講習の受講申出の受理

３ 第３８条第１６項の規定による原付講習及び

高齢者講習を終了した者からの当該講習の

終了証明書の交付申出の受理及び交付

４ 省略

省略 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成１９年６月２日から施行する。

平成１９年６月１日 発行
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